
再生医療等安全性確保法施行後の 
遺伝子治療臨床研究の申請及び審査イメージ 

１） Ex vivo遺伝子治療臨床研究についても審査が可能な特定認定再生医療等委員会が設置される予定 
２） 遺伝子治療臨床研究審査委員会と１）の委員は重複する予定であり、審査の質は担保される 
３） 再生医療等評価部会で審査 
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